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指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

施設の維持管理

□施設の維持管理（清掃業務、ごみ収
集業務、保守点検業務、受付業務、警
備業務等）は事業計画どおり実施され
ているか

Ａ
□維持修繕業務、法定点検等の維持管理
業務は、事業計画どおり実施されている
ことを月例報告書及び随時の現地調査に
より確認している。

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□地域人材の活用、地域との協力体制
の構築、ボランティア団体等の育成・
連携の取組を積極的に行っているか
□地域企業等への業務委託を行ってい
るか

Ａ

Ｓ：極めて良好
Ａ：良好
Ｂ：一部改善が必要
Ｃ：抜本的な改善が必要

指 定 期 間
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評価期間 年度

評価

評価理由及び今後の対応

評価基準
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指定管理者制度による施設の管理運営状況総括調書
（総合結果）

施 設 名 県営住宅等（横浜等地域）

指 定 管 理 者 名 株式会社東急コミュニティー

施設所管課（事務所） 公共住宅課 住宅営繕事務所

R4
(2022)

年度
R6

(2024)

　これまでの管理運営状況については、事業計画書の内容に沿って過去に公営住宅の管理運営を行ってきた実績
を生かした管理運営を行っている。また、入居者からの様々な要望等に応えられるよう、自治会や地域との連携
強化、地域企業への修繕工事の発注などに積極的に取り組んでいる等の理由からＡ評価とした。
　指定管理者制度の導入における有効性については、民間企業の能力を活用することで、要望や生活スタイルも
多様である入居者サービスの向上や修繕費等の予算の節減が促され、県営住宅の適正かつ効率的な運用が図られ
ている等の理由から有効に機能していると判断できる。
　 自主事業おいては、駐車場空き区画活用策の提案など、一部未実施の事業があるものの、救急カードの配布
や外国人向け「住まい方説明会」の開催などの事業を積極的に実施している。
　以上から、指定管理者制度による管理運営は有効と考えられるため、引き続き指定管理者制度による管理運営
が望ましい。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

□指定管理者の職員が企画・運営して、
団地における県内の生産者農家による野
菜、果物の直売（マルシェ）の開催や地
域ボランティア団体による認知症サポー
ター養成講座等を実施し、自治会、入居
者に交流の場を提供した。
□外国人入居者が多い特性を活かし、団
地に居住の外国人を対象に、母国語によ
る住まい説明会を実施し、異文化生活の
中、不安等を抱える外国人の方に対し、
母国語により団地生活等で必要なことを
理解していただく場を提供した。
□県内の中小企業への発注件数、発注金
額は修繕工事全体の90％以上になる。

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

□指定管理業務の総合的な運営方針が
守られているか
□委託した業務は適切に実施されてい
るか Ａ

□民間企業ならではのノウハウを活かし
ながら、行政の立場に立った安心・安全
の向上を目的とした運営方針に基づいて
確実に実施されている。
□月例報告書及び随時の現地調査によ
り、委託した業務の適切な実施を確認し
ている。



イ

 ※目標値の設定方法 ア…募集時の提案事項のため、指定期間当初から設定

イ…モニタリング調書作成等のため、便宜的に設定

％ ％ ％

人 人 人

※複数回実施した場合や複数対象に向けて実施した場合等は、合計した数値を記載

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）

Ｒ６年度 ３か年平均

世
帯

30,103
世
帯

(その他)
設定方法：

30,238

評価結果 評価区分

世
帯

24,925
世
帯

目標値

29,726
世
帯

30,344
世
帯

２　施設の利用状況

Ｒ４年度 Ｒ５年度

対目標値（数）
※下段は率

-
世
帯

-
世
帯

-

24,538
世
帯

24,893

世
帯

対目標値（率）

- ％ - ％ - ％ - ％

世
帯

世帯 25,217

□事業の広報・ＰＲは効果的に実施さ
れているか

□自主事業は施設の設置目的に合致
し、利用促進につながっているか

□利用促進に向けた取組は適切か

評価の対象としない。

３　利用者満足度の状況

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 ３か年平均

評価結果 評価区分

利用者数と目標値を比較して（３か年平均）
Ｓ：110％以上
Ａ：100％以上～110％未満
Ｂ： 85％以上～100％未満
Ｃ： 85％未満

確認の視点 施設の利用状況についての評価

女性自立支援施設と県営住宅等において
評価を行わない場合、目標値欄には定員
等を記載する。

評価結果 評価区分

Ａ
「満足」（上位２段階の評価）と答えた割合が（３か年平均）
Ｓ： 90％以上
Ａ： 70％以上～ 90％未満
Ｂ： 50％以上～ 70％未満
Ｃ： 50％未満　又はＳ～Ｂにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（サービス内容の総合的評価に係
る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

86.3 90.1 90.0

88.8 ％

120 109 135

□調査の実施方法（対象、時期、回
数、配布方法等）は適切か

□利用者満足度向上に向けた取組は適
切か

□利用者満足度調査については、年１回下半期、各自治会等を対象に郵
送で実施した。３年間の平均は85％以上の回収率となっている。
□調査の結果を踏まえ、指定管理者への要望事項等についてヒアリング
を行うなど、利用者満足度向上に向けた取組が継続的に行われている。



４　苦情・要望等への対応

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

対応状況

・指定管理者に聞き取りを行った上で、必
要な指導を行った。

・指定管理に聞き取りを行った上で、必要
な指導を行った。

・指定管理者に必要な指示・指導を行っ
た。
・指定管理者にきめ細やかな説明・対応を
お願いした。

Ｒ６年度

・修繕依頼をしたがその後、対
応がない。
・電話をした際、職員の対応
（言い方等）がひどかった。
・入居時、指定管理者からの説
明が不十分であった。

Ｒ４年度

Ｒ５年度

・修繕の件で職員に相談をした
ものの、修繕可否のみの回答で
あり、理由の説明がなく、専門
性を有する者からの説明が受け
られなかった。
・団地内樹木の剪定作業を依頼
した際に、実施まで時間を要す
るにもかかわらず、職員からの
連絡が一切なく、職員対応が非
常に悪い。

・共用部の受水槽施設がひび割
れを起こしており、応急処置が
されているが、本復旧工事に関
する説明がなかったこと。
・漏水被害があった際に、当該
住戸入居者への連絡が遅滞し
た。
・修繕の負担区分に関する問い
合わせに対しての説明が不十分
であった。

年月 意見の内容

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

□積極的に苦情・要望等の把握に取り
組んでいるか

□把握した内容を事業等へ適切に反映
する仕組みを整備しているか

□苦情・要望等への対応は適切か

□他地域よりも苦情・要望等が多いにも関わらず、電話連絡のみの対応
ではなく、現地に足を運び、トラブルの状況を確認し、入居者の目線に
立った分かりやすい説明を行う等積極的に苦情・要望等の把握に取り組
んでいる。
□話をよく聞くこと、対応を素早くすること、現地に行くことの３点に
留意し、内容を適切に判断した上で、迅速に対応している。



５　事故・不祥事等への対応

事故・不祥事等の
概要と対応状況

発生年月日

①発生時の詳細な状況
②県職員による確認の状況（内容及び実施日を記入）
③その後の経過（現在に至るまでの負傷者の状況、再発防止策等）
④施設に対する問題点の指摘やクレームの有無（有の場合は概要を記入）
⑤原因及び費用負担の有無（費用負担が有の場合は内容および負担者を記
入）
⑥記者発表の有無（有の場合はその年月日を記入）

R5.6.6

①令和５年６月６日（火）　収入申告書の不足書類に関するご案内の誤送付
が発生した。
②令和５年６月21日（水）及び同月22日（木）　随時モニタリングを実施し
たところ、個人情報取扱業務に問題があったため、令和５年６月30日（金）
に改善勧告を行った。
③令和５年７月７日（金）改善計画書が提出された。
　令和５年７月31日（月）改善報告書が提出された。
　令和５年10月17日（火）社内モニタリングの結果報告が提出された。
　令和６年２月21日（水）随時モニタリングを行い、改善が確認された。
④無
⑤窓あき封筒を使用して送付する文書は、封入の際にダブルチェックがされ
ておらず、また、これを牽制する機能がなかった。費用負担無。
⑥無

□事故・不祥事等防止に向けた仕組み
が構築されているか

□事故・不祥事等発生時の対応は適切
か

□指定管理者において、個人情報保護マニュアルや個人情報を伴う郵便
物発送時作業マニュアルなどを作成し職員に共有している。

□１件、個人情報漏洩の事故が発生した。この事故を受け、指定管理者
において、個人情報のマニュアル改定によるルールの厳格化（すべての
郵送物を対象にダブルチェックの徹底など）、臨時教育の実施による社
内周知、マニュアルの定着状況調査、従業員への意識付け、個人情報漏
洩えい時の連絡体制の改善及び緊急連絡体制の研修などを実施し、これ
らの対応は適切である。事故発生時における迅速な連絡体制を再確認す
るとともに、事務マニュアルを再整備し、改善につなげ再発防止に努め
ている。

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価



単位：千円

※(　)内は収支計画額。令和６年度は速報値

６　収支状況

【参考】Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

収入
3,628,624 3,783,234 4,208,638

(2,040,779) (2,083,768) (2,902,930)

内訳

(2,040,779) (0) (0) (2,083,768) (0) (0)
3,628,624 0 0 3,783,234
指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

2,713

(2,902,930) (0) (0)

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

4,205,925
(2,902,930)

0 4,208,638 0 00

収支差額
102 262

支出
3,628,522 3,782,972

(2,040,779) (2,083,768)

(0) (0) (0)

0 0
指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

Ｒ６年度 累計

5,255,870 0 0 13,247,742

収入
5,255,870 13,247,742

(3,342,680) 8,329,378

(0) (0) 100.0%

(0) 0

支出
5,253,651 13,242,548

(3,342,680) (8,329,378)

内訳

(3,342,680) (0) (0) (8,329,378)

利用料金 その他

評価結果 評価区分

Ａ
収入合計／支出合計の比率が
Ｓ(優良)：105％以上
Ａ(良好)：100％～105％未満
Ｂ(概ね計画どおりの収支状況である)：85％～100％未満
Ｃ(収支比率に15％を超えるマイナスが生じている)：85％未満

確認の視点 収支状況についての評価

収支差額
2,219 5,194 収入合計／支出合計比

□収入増加に向けた取組の内容は適切
か

□経費節減に向けた取組の内容は適切
か

□予算的に大変厳しい状況であったが、修繕内容の見直しを行いつつ入
居者からの要望にできるだけ応えられるよう工夫しながら修繕費の抑制
に努め、結果として良好な執行状況になった。



人的な能力、執行
体制

□管理運営にあたって適切な人員が配
置されているか
□人材育成や職員採用が適切に行われ
ているか

Ａ

□６箇所のサービスセンターを中心に、
公共施設運営室・専門部門・本社が連携
し、バックアップ体制を築くことによ
り、適切に配置している。
□サービスセンター職員は、90％以上を
神奈川県内在住の社員を雇用する等適切
に行われている。

□労働時間短縮の取組や職場のハラス
メント対策など労働環境の確保の取組
が行われているか

□ストレスチェックの適正実施及びフォ
ローアップ、過重労働防止対策等が適切
に実施されている。

７　業務遂行能力

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由

評価結果 評価区分

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）

コンプライアン
ス、社会貢献

□指定管理業務等の実施にあたって法
令違反等の行為はないか
□環境への配慮は適切か
□障害者雇用等の状況は適切か

Ａ

□指定管理業務について適切に行われて
いる。
□低燃費車の積極的導入、クールビズの
実施、リサイクル商品の積極的購入など
適切に実施している。
□適切に行われている。

個人情報保護

□個人情報保護についての方針・体制
及び教育・研修体制は適切か
□個人情報の取扱いは適切か

Ａ

□プライバシーマークの認定を受けてお
り、個人情報保護方針を定めている。ま
た全職員を対象に個人情報保護研修・教
育を実施している。
□随時現地調査において適切な取扱いを
確認している。


